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（
経
済
産
業
委
員
会
）

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
法
案
（
閣
法
第
七
六
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
国
の
行
政
組
織
等
の
減
量
、
効
率
化
等
に
関
す
る
基
本
的
計
画
を
実
施

す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
の
ア
ル
コ
ー
ル
製
造

。

部
門
の
す
べ
て
を
引
き
継
ぐ
暫
定
的
な
特
殊
会
社
を
設
立
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的
及
び
事
業

１

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う

）
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
製
造
に
関
す
る
事
業
及
び
こ
れ

。

に
附
帯
す
る
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

２

会
社
は
、
１
の
事
業
を
営
む
ほ
か
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
他
の
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
経
営
の
健
全
性
及
び
安
定
性
の
確
保
等

１

会
社
は
、
新
株
等
の
発
行
、
資
金
の
長
期
借
入
れ
、
代
表
取
締
役
の
選
定
等
の
決
議
、
事
業
計
画
の
策
定
、
重
要
な
財

産
の
譲
渡
等
、
定
款
の
変
更
等
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
に
つ
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い
て
定
め
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
監
督
上
必
要
な
命
令
並
び
に
報
告
及
び
検
査
に
つ
い
て
定
め
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
新
株
等
の
発
行
、
事
業
計
画
の
策
定
、
重
要
な
財
産
の
譲
渡
等
及
び
利
益
の
処
分
等
の
決
議
に
つ

い
て
認
可
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
罰
則

会
社
の
取
締
役
等
が
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
、
賄
賂
を
収
受
等
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
等
必
要
な
罰

則
を
定
め
る
。

四
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
会
社
を
で
き
る
限
り
早
期
に
民
営
化
す
る
た
め
、
速
や
か
に
こ
の
法
律
の
廃
止
を
含
め
た
見
直
し
を
行
う
と

と
も
に
、
そ
の
保
有
す
る
株
式
の
売
却
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

３

会
社
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
に
成
立
す
る
も
の
と
し
、
会
社
の
設
立
、
権
利
義
務
の
承
継
、
経
過
措
置
等
必
要
な

事
項
を
定
め
る
。



- -3

４

特
定
ア
ル
コ
ー
ル
を
製
造
事
業
者
又
は
輸
入
事
業
者
が
譲
渡
す
る
た
め
に
必
要
な
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
機
構
の
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
業
務
及
び
販
売
業
務
を
終
了
す
る
等
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。


